
 

令和８年度ＡＩを活用した英語教育強化事業委託業務応募要領 

 

第１ 業務名 

   令和８年度 AI を活用した英語教育強化事業委託業務 

 

第２ 業務内容 

（１）目的 

「話すこと」及び「書くこと」について AI を活用した英語教育の強化を通じて、生徒一人一人の

練習機会を増やし、自らの考えを英語で発信する力の育成を図る。そのため、個別最適な学習が可能

なＡＩアプリ教材を県立中学校及び高等学校に導入する。 

（２）業務内容 

   本業務の内容は、次のとおりとする。また、業務の仕様の詳細は、別添「仕様書」のとおり。 

ア ＡＩアプリ教材導入 

イ 教員へのフォロー体制の構築 

ウ 活用ログデータ提供 

エ セキュリティ管理体制の整備 

 

第３ 応募要件 

   本業務の応募要件は、次のいずれの要件にも該当すること。 

（１）地方自治法施行令(昭和 22年政令第 16号)第 167条の４の規定に該当しない者であること。 

（２）会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づき更生手続開始の申立てをしている者若しくは更生

手続開始の申立てがされている者（同法第 41 条第１項に規定する更生手続開始の決定を受けた者を

除く。）又は民事再生法（平成 11年法律第 225号）に基づき再生手続開始の申立てをしている者若し

くは再生手続開始の申立てがなされている者（同法第 33 条第１項に規定する再生手続開始の決定を

受けた者を除く。）でないこと。 

（３）岩手県からの受託業務に関し、指名停止等の措置を受けていない者であること。 

（４）暴力団又はその構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。)若しくは暴力団の構成員でなくな

った日から５年を経過しない者の統制の下にある団体に該当しないものであること。 

 

第４ 応募手続 

（１）募集期間 

   令和８年４月 24日（金）から令和８年５月１日（金）まで 

（２）応募方法 

   参加意思確認書(別紙様式)１部を令和８年５月１日（金）17時 00分までに、岩手県教育委員

会事務局学校教育室学力向上担当へ持参又は郵送すること。 

 

第５ 契約予定人の選定方法 

   要件を満たす応募者が１者のときは、契約予定人として決定する。 

 

 



第６ 応募要件の無効 

   要件を満たさない者及びその他公募の条件に違反した者の参加意思確認書は無効とする。 

 

第７ その他 

（１）この公募は、随意契約による相手方を選定するために行う参加者の有無を確認する手続きであ 

る。 

（２）要件を満たす応募者が複数存在するときは、一般競争入札（総合評価方式を含む。）又は企画 

競争へ移行する。なお、要件を満たす応募者は、一般競争入札（総合評価方式を含む。）又は企 

画競争の参加者とすることができる。 

（３）次のいずれかの場合は、契約候補者と個別に交渉し、契約予定人とすることができる。 

 ア 応募者に要件を満たす者がいないとき 

 イ 応募者がいないとき 

（４）参加意思確認書の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。 

（５）提出された参加意思確認書は、返却しない。 

（６）募集期間以降における参加意思確認書の差し替え及び再提出は、認めない。 

 

第８ 照会先 

   〒020-8570 岩手県盛岡市内丸 10-1 

    岩手県教育委員会事務局学校教育室 学力向上担当 

TEL：019-629-6162  FAX：019-629-6144 

 

 

 

 


